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情管２１  

１．ご依頼事項  
  
第１ 佐世保市情報セキュリティポリシーに関する質問  
  
２ 佐世保市情報セキュリティポリシー第１０条について  
平成１６年６月１日、同年１０月１日、平成１７年４月１日、平成１８年８月

２４日、平成１９年４月１日、平成２０年７月１日、平成２１年６月１日、平成 
２８年１月１日及び平成３１年４月１日のポリシー変更施行につき、「ポリシーの

見直し及び情報セキュリティに関する新たな対策が必要となった事情」及び「実

際に見直したポリシーの内容」についてご教示下さい。  

  

２．ご回答  
  
（情報セキュリティポリシー）  
第１０条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、ポリシーの見直しが

必要となった場合又は情報セキ ュリティに関する状況の変化に対応する

ため新たに対策が必要になった場合には、ポリシーを見直すものとする。  

  
情報セキュリティポリシーの見直し時期および内容については、別紙のとおり

です。  
  

以 上  
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情
管
２
１

   
 

項
 

 
実
施
時
期
 

 
必
要
と
な
っ
た
事
情
な
ど
 

 
実
際
に
見
直
し
た
ポ
リ
シ
ー
の
内
容

 
 

1
 

 平
成

1
6
年

6
月

1
日
 

 
・
自
治
体
が
管
理
し
て
い
る
情
報
の
重
要
性
、
業
務
の
電
子

化
の
進
展
に
よ
る
リ
ス
ク
の
拡
大
や
情
報
を
取
り
巻
く
事

件
・
事
故
等
へ
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
た
た
め

 
 

・
庁
内
で
取
り
扱
う
情
報
に
つ
い
て
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

を
適
切
に
維
持
す
る
た
め
の
基
本
方
針
、
管
理
・
運
用
方

針
に
つ
い
て
制
定
 

 

2
 

 平
成

1
6
年

1
0
月

1
日
 

 
・
指
定
管
理
者
と
の
契
約
時
に
係
る
規
程
が
無
か
っ
た
た
め

 
 
・
指
定
管
理
者
と
の
契
約
時
の
遵
守
事
項
等
に
つ
い
て
追
加

 
 

3
 

 平
成

1
7
年

4
月

1
日
 

 
・
機
構
改
革
を
行
っ
た
た
め

 
 

・
機
構
改
革
に
伴
う
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
委
員
の
役
職
名

の
変
更
 

 

4
 

 平
成

1
8
年

8
月

2
日
 

 
・
助
役
が
退
任
し
た
た
め

 
 

・
助
役
退
任
に
伴
う
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
委
員
の
役
職
名

の
削
除
 

 

5
 

 平
成

1
9
年

4
月

1
日
 

 

・
地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
助
役
が
副
市
長
に
変
更
と

な
っ
た
た
め

 
 

・
機
構
改
革
を
行
っ
た
た
め

 
 

・
助
役
→
副
市
長
へ
の
役
職
名
変
更

 
 

・
機
構
改
革
に
伴
う
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
委
員
の
役
職
名
の

変
更
 

 

6
 

 平
成

2
0
年

7
月

1
日
 

 

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
等
規
定
類
に
基
づ
く
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
運
用
に
つ
い
て
、
制
定
当
初
（
平

成
１
６
年
度
）
か
ら
３
年
が
経
過
し
、
そ
の
間
、
以
下
の

よ
う
な
課
題
が
発
生
し
た
た
め
。

 
 

①
情
報
技
術
の
進
展
等
に
よ
り
、
規
定
で
記
載
し
て
い
る
事

項
と
実
際
の
運
用
レ
ベ
ル
で
の
対
策
内
容
が
一
部
乖
離
し

た
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と

 
 

②
監
査
結
果
に
基
づ
く
改
善
事
項
を
規
則
化
し
、
全
庁
的
な

 

・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
基
準
を
規
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
非

常
勤
及
び
臨
時
職
員
へ
の
ポ
リ
シ
ー
周
知
徹
底

 
 
 
 
 

 
・
外
部
委
託
先
の
選
定
時
及
び
運
用
時
の
基
準
項
目
の
追
加

 
 

・
外
部
委
託
先
と
の
契
約
書
に
明
記
す
べ
き
項
目
の
追
加

 
 

 
・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
に
よ
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

自
己
点
検
実
施
の
明
記
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対
策
の
裏
づ
け
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

 
 

③
平
成
１
８
年
度
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
全
部
改

正
さ
れ
、
必
要
事
項
の
規
則
化
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
 

 

 

7
 

 平
成

2
1
年

6
月

1
日
 

 
・
機
構
改
革
を
行
っ
た
た
め

 
 

・
機
構
改
革
に
伴
う
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
委
員
の
役
職
名
の

変
更
 

 

8
 

 平
成

2
8
年

1
月

1
日
 

 
・
番
号
法
の
運
用
開
始
に
伴
い
、
市
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
の
拡
充
と
、
効
果
的
か
つ
継
続
的
な
推
進
を
図
る
必

要
が
あ
っ
た
た
め

 
 

・
情
報
資
産
取
扱
要
綱
へ
条
文
の
移
動
等

 
 

9
 

 平
成

3
1
年

4
月

1
日
 

 
・
総
務
省
の
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
靭
化
に
伴
い
、

庁
内
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
を
３
つ
に
分
け
た
た
め

 
 

・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
靭
化
に
伴
う
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
分
割

に
つ
い
て
追
加
 

 

 

以
 
上
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添付資料【佐世保市の情報セキュリティに関する各役職の権限・義務等の図／監査人試作】

最高情報セキュリティ責任者（市長）

情報セキュリティ統括監理者(総務部長)

情報セキュリティ統括者
（各部局庶務担当課長）

情報セキュリティ責任者
（課かい長）

情報セキュリティ担当者
（課かい長が指名した職員）

職員

特定個人情報管理責任者

情報分類時の承諾申請・分類
不明時の報告／情報廃棄時の
許可申請／情報セキュリティ
事故を起こした場合または発
見した場合の即時報告（情報
政策課・総務課へも報告）／
情報セキュリティ対策の不
明・遵守不能事項の相談・指
示要請／ＵＳＢ記録媒体紛失
時の報告／電子情報の複写・
持出・持込・廃棄の許可申請
／電子メールの庁外誤送信時
の速やかな報告／不審メー
ル・ファイル受信時の連絡
（情報政策課を含む）／標的
型攻撃メールの被害発生時の
即時報告（情報政策課を含
む）／業務に市貸与外のパソ
コン等利用する際の許可申請
／外部委託者の情報資産の持
出・返却の際の事前承認申請

ウイルス感染・情報漏洩発生
確認時の即時報告／不審メー
ル・ファイル受信時の連絡／
標的型攻撃メールの被害発生
時の即時報告／所属課備品の
USB記憶媒体使用時の事前許
可申請／情報政策課配付セ
キュリティワイヤー紛失時の
報告／自己点検結果の提出

所属職員への研修実施・記録保存

情報資産管理システムへの情報資産登録・
削除／情報の全庁ファイルサーバ保存等
（バックアップ）

マイナンバー複製・送信等の
際の許可申請／マイナンバー
の誤り発見時の訂正の際の許
可申請／マイナンバー情報漏
洩等検知時の速やかな報告

係関報情書文
者理監ィテリュキセ報情書文

）長課務総部務総（

係関報情子電
者理監ィテリュキセ報情子電

）長課策政報情部務総（
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